
式 1

2 (次 世 代則 第 一条及 び第二条

び に女活省令第一条及 び第二条 関係 ) (第 一面 )
次世代法 B女性活躍推進法 一体型

A4

都 道府 県労働 局長  殿

一般事業主行動計画策定・変更届

届 出年月 日 令和  8年  3月 19日

(ふ りが な )  いわたに・ けんぼろ―かぶ しきがい しゃ
一般事業主の氏名 又 は名称  イ ワタニ・ ケ ンボ ロー株 式会社

(ふ りがな)             さいた よしはる

(法 人の場合 )代 表者 の氏名  代表取締役社長  齊 田吉治

主 た る 事 業   農業

住     所  〒 103-0016
東京都 中央区 日本橋小網町 3‐H

記

95人 (う ち有 期 雇 用 労 働 者   13人 )

77人
18人

・ 変 更 )し た 日        令和  8年  3月  13日

サイ ト (両 立支援のひろば、女性の活
その他 (      ))

)

撫
ヽ

13121-8
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一般事業主行動計画 を

又 は第 5項 及 び女性 の職

電 話 番 号 03-3668-5360

変更)し たので、次世代育成支援対策推進法第 12条 第 1項
にお ける活躍 の推進 に関す る法律 第 8条 第 1項又 は第 7項 の

規定 に基づ き、下記 の とお り届 け出ます。

1.常 時雇用す る労働者 の

[曇桂露凰薯8
2。 一般事業主行動計画 を

3.変 更 した場合の変更内容
① 一般事業主行動計画の計画期間
②  目標又は次世代育成支援対策・女性活躍推進対策の内容 (既 に都道府県労働局長に届 け
出た一般事業主行動計画策定・変更届の事項に変更を及ぼす ような場合に限る。 )

③ その他
4.一般事業主行動計画の計画期間     令和 8年  4月  1日 ～ 令和 13年 3月 31日

5.規 定整備の状況

8 写雲彊掘葺居薯患難象に暮協を耳撮俺赤署⊆支援制度 悸非霙;
6.一 般事業主行動計画 を外部へ公表 した 日又 は公表予定 日     令和  8年  3月 31日

般事業主行動計画 の外部今の公表方法

インターネ ッ トの利用
推進企業データベース )

(女 性
△
口

② その他の公表方法 (

8。 一 般 事 業 主行 動 計 画 の 労働 者 へ の周 知 の方 法

事業所内の見やすい場所への掲示又は備付け ② 書面の交付 ③ 電子メールの送信
その他の周知方法 ( 社内イン トラネ ッ ト掲載                 )

9。 一般事業主行動計画を定める際に把握した職業生活と家庭生活との両立に関する状況の分析の概況

① 育児体業等の取得の状況に関す る状況把握・分析の実施   (  済  )
② 労働時間の状況に関す る状況把握 。分析の実施       (  済  )

10.達成 しようとす る目標の内容 (数値 目標で代表的なもののみを記載。 )
① 育児休業等の取得の状況に関する目標の内容
( 計画期間内における男性の平均育児休業取得率を 80%以 上 とす る /       )
② 労働時間の状況に関す る目標の内容
( 年次有給休暇の取得率を 60%以 上 とす る                    )

11. 性 の職業生活における活躍に関す る情報の公表の方法
インターネ ッ トの利用 (女性の活躍推進企業データベース そ の

他 (

② その他の公表方法 (

12.次世代育成支援対策推進法第 13条 に基づく認定
申請をする予定

13.次 世代 育成支援対策推進 法第 15条 の 2に 基づ く特例認 定 (プ ラチナ くるみ ん認 の

申請 をす る予 定

数
数
数

7.

))
)

のくる
(有・鰻

(策 定

の ホ ー ムペ

の ホ ー ム ペ

ライ くるみん認



様式第 2号 (次 世代則第一条の二及び第二条関係)(第 二面 。第二面 )
(女 活省令第一条及び第二条関係) (第 四面から第五面 )

14.次 世 代 育成 支 援 対 策 の 内容
行動計画策定

指針 の事項

1

一履

用

環

境

の
整

備

に

関

す

る

事

項

次 世 代 育 成 支 援 対 策 の 内 容 と して 定 め た 事 項

妊 娠 中や 出産 後 の女性 労働 者 の健 康 の確 保 に係 る制度 の 労働 者 に対 す る周 知や 情 報
提 供 及 び 相 談体 制 の整 備 、配 偶者 が流 産・死産 (人 工妊 娠 中絶 を含 む。)し た 労働 者
が休 暇 を取得 しや す い環 境 の整 備 等 の実施

男性の子育て 目的の体暇の取得促進

小学校第四学年以降のこどもや孫の子育てのための体暇制度の導入

育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の体業制度の実施

育児休業制度や短時間勤務制度 を利用 しやす く、育児休業後に職場復帰 しやすい環声兄
‐
の整備

として次のいずれか一つ以上 の措 置 の実施

(ア )男 性の育児休業取得を促進するための措置の実施
(イ )育 児休業に関す る規定の整備、労働者の育児体業中における待遇及び育児休業後の
労働条件に関する事項につ いて の周 知

(夕 )育 児休業期間中や短時間勤務制度利用中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直
し等

(工 )育 児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供
(オ )育 児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制 の
見直 し

育児体業等 を取得 し、又は子育てを行 う労働者が就業 を継続 し、活躍できるよ うにす
るための、次のいずれか一つ以上の取組 の実施
(ア )女 性労働者 に向けた取組
① 若手の女性労働者 を対象 とした、出産及び子育てを経験 して働 き続 けるキャ リ
アイ メージの形成 を支援す るための研修
② 社内のロールモデル と女性労働者 をマ ンチングさせ、当該労働者が働 き続 けて
い く上での悩みや心配事 について相談 に乗 り助言す るメンター として継続 的
に支援 させ る取組

③ 従来、主 として男性労働者 が従事 してきた職務 に新たに女性労働者 を積極的に
配置す るための検証や女性労働者 に対す る研修等職域拡大 に関す る取組
④ 管理職の手前の職階にある女性労働者 に対す る研修等職域拡大 に関す る取組
(イ )子 育て中の労働者 に向けた取組
① 育児体業か らの復職後又は子育て中の労働者 を対象 とした能力 の向上のため
の取組又はキャ リア形成 を支援す るためのカ ウンセ リング等の取組
② 今後のキャ リア形成の希望 に応 じた両立支援制度 の利用や配偶者 との家事分
担等の検討 を促すためのキャ リア研修 の実施

(ウ )管 理職 に向けた取組等
① 企業 トップ等 による仕事 と子育ての両立の推進及び子育て中の能力発揮 に向
けた職場風土の改革に関す る研修等の取組
② 女性労働者 の育成 に関す る管理職研修等の取組
③ 働 き続 けなが ら子育てを行 う労働者 のキャ リア形成 のために必要な業務体制
及び働 き方の見直 し等に関す る管理職研修

④ 育児休業制度や短時間勤務制度等 を利 用 して も中長期的に処遇上の差 を取 り
戻す ことが可能 となるよ うな昇進基準及び人事評価制度 の見直 しに向けた取
組

⑤ 育児休 業や 短 時 間勤務制度 等 の制度利 用者 の キ ャ リア形成・能力 開発 を行 って
い く込要 が あ る こ とや 、円滑 な制度利 用 のた めに業務 を代替す る周 囲の労働 者
の業務 見 直 しや 評 価 へ の配 慮 が求 め られ る こ とにつ い て の管 理 職 向 けの情 報
提供 や研修 の実施

(工 ) そ の他 環境 の整備
各企 業 にお け る次世代 育成支援 対策 の推 進体 制 の整備 を図 る方策 として 、
企 業 トップ に よる仕 事 と子 育 て の 両 立支 援 の推 進 が重 要 で あ る とい う考 え

方 を明確 に した強 い メ ッセ ー ジの発 信
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こ どもを育 て る労働 者 が利 用 で き る次 のいず れ か一つ 以 上 の措 置 の実施

(ア )

(イ )

(ウ )

(工 )

小学校就学後のこどもを養育す る労働者に対す る所定外労働の制限

小学校就学後のこどもを養育す る労働者に対す る短時間勤務制度

フレックスタイム制

始業・ 終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

２
　
１
以
外
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
に

関
す
る
事
項

(オ )在 宅勤務等
こどもを育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営

こどもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要す る費 用 の援助 の措 置

の 実 施

労働 者 が こ どもの看護 等 のた めの休 暇 につ い て 、始業 の時刻 か ら連続せ ず 、かつ 、終

業の時刻 まで連続 しない時間単位 での取得 を認 める等 よ り利用 しやすい制度の導入

希 望す る労働 者 に対す る職務 や 勤務 地等 の限 定制 度 の実施

子 育 て の た め に必 要 な時 間帯や 勤務 地 に関す る配 慮

子 の心身 の状況や労働者 の家庭の状況 に よ り職業生活 と家庭生活 との両立 に支 障 と

な る事情 に配 慮 した措 置 の実施

子 育 て を行 う労働 者 の社 宅 へ の入 居 に関す る配 慮 、子 育 て の た め に必 要 な費用 の貸

付 けの実施 な ど子 育 て を しなが ら働 く労働 者 に配 慮 した措 置 の実施

不妊治療 を受ける労働者に配慮 した措置の実施

育児・ 介護体業法 に基づ く育児体業等、雇用保険法 に基づ く育児休業給付 、労働 基

準 法 に基 づ く産 前 産 後体 業 な ど諸 制 度 の周 知

出産や子 育 て に よる退職者 につ い ての再雇 用制度 の実施

(概要 を記載す ること)

時間外・休 日労働の削減のための措置の実施

年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

短時間正社員等の多様な正社員制度の導入・ 定着

職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施

子 を養育す る労働者や育児休業 中の労働者の業務 を代替す る労働者 に対す る心身の健康ヘ

の配慮

(概要を記載す ること)

託 児 室・ 授 乳 コー ナ ーや 乳幼 児 と一 緒 に利 用 で き る トイ レの設 置 等 の整備 や 商 店街

の空 き店 舗 等 を活 用 した託 児 施 設 等 各 種 の子 育 て支援 サ ー ビス の場 の提供

地域 において こどもの健全 な育成 のための活動等 を行 うNPO等 への労働者の参加
を支援す るな ど、 こ ども 。子育てに関す る地域貢献活動 の実施

こどもが保護者である労働者 の働 いてい る ところを実際に見 ることができる 「こ ど

も参観 日」の実施

労働者 が こどもとの交流 の時間を確保 し、家庭 の教育力の向上を図 るため、企業内

において家庭教育講座等 を地域の教育委員会等 と連携 して開設す る等 の取組 の実施

若 年者 に対す るイ ンター ンシ ップ等 の就業体験機 会 の提供 、 トライ アル雇用等 を通 じ
た雇入れ 、適 正 な募集・ 採 用機 会 の確保 その他 の雇 用管理 の改善又 は職 業訓練 の推進
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(2)選 択項 目の状況把握・ 分析 の実施 (把 握 した場合、その代表的な もののみ を記載 )

(ざ 討豊翼 題 晟≧ 撃 熙 理亀

労

星

時

雛

状

,年 1月 阻 日)   )
16.達 成 しよ うとす る 目標及び取組 の内容 の概況 (一 般事業主行動計画 を添付す る場合 は記載省 略 可 )
(1)達 成 しよ うとす る 目標 の内容 (常 時雇用す る労働者数 301人 以上 の事業主 は、分類 につ いて
次頁 の表 の左欄 の数字 を記載。数値 目標 で代表的 な もののみ を記載。 )

(i)1つ 目の達成 しよ うとす る 日標 の内容

分類

②

分類

全社員の月平均残業時間を年間を通 じて 13時間以内 とす る

(五 )2つ 目の達成 しよ うとす る 目標 の内容 (常 時雇用す る労働者数 301以 上の事業主は必ず記載 )

表

達成 しよ うとする目標に関連す る項 目

・採用 した労働者 に占める女性労働者の割合 (区 )
。男女別の採用における競争倍率 (区 )
。労働者 に占める女性労働者の割合 (区 )(派 )
・男女別の配置の状況 (区 )
。男女別の将来の育成を目的 とした教育訓練の受講の状況 (区 )
・管理職及び男女の労働者の配置 “育成

・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職
場風土等に関す る意識 (区 )(派 :性別役割分担意識など職場風土等に関す る意識 )
・管理職 に占める女性労働者の割合
。各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
・男女別の 1つ 上位の職階へ昇進 した労働者の割合
・男女の人事評価の結果における差異 (区 )
。セクシェアルハ ラスメン ト等に関する各種相談窓 口への相談状況 (区 )(派 )
。男女別の職種又は雇用形態の転換の実績 (区 )(派 :雇 入れの実績 )
・男女別の再雇用又は中途採用の実績 (区 )
。男女別の職種若 しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用
した実績
・非正社員の男女別のキャリアア ップに向けた研修の受講の状況 (区 )
。男女の賃金の差異 (区 )

・男女の平均継続勤務年数の差異 (区 )
・ 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用 された労働者の男女別の継続雇用
割合 (区 )
・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 (区 )
。男女別の職業生活 と家庭生活 との両立を支援す るための制度 (育児休業を除 く。 )
の利用実績 (区 )
。男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テ レワーク等の柔軟な働 き方に資す る制
度の利用実績
。労働者の各月 ごとの平均残業時間数等の労働時間 (健康管理時間)の 状況
,労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 (健康管理時間)の 状況 (区 )(派 )
。有給体暇取得率 (区 )

達成 しようとす

る目標に関す る

事項 (分類 )

①女性労働者 に

対する職業生活

に関する機会の

晃供

②職業生活 と家

庭生活との両立

に資する雇用環

境の整備



達成 しよ うとす る目標 に

関す る事項 (分類 )

採用に関す る事項

継続就業・職場風土に関す

る事項

長時間労働の是正に関す る

事項

多様なキャジアコースに関

する事項

配置・育成・教育訓練に関

する事項/評価・登用に関す
る事項

女性の活躍推進に関す る取組の内容 として定めた事項 (例示 )

ア 採用選考基準や、その運用の見直し
イ 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報
ウ ー般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直し 。処遇改善
エ ー般職等から総合職等への転換制度の積極的な運用
オ 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施
力 その他
(                             )
職場 と家庭の両方において男女が ともに貢献できる職場風土づ くり

に向けた意識啓発

上司を通 じた男性労働者の働 き方の見直 しな ど育児参画の促進

利用可能な両立支援制度に関す る労働者
。管理職への周知徹底

若手の労働者 を対象 とした仕事 と家庭の両立を前提 としたキャ リア

イメージ形成のための研修・説明会等の実施

育児休業か らの復職者 を部下に持つ上司に対す る適切なマネジメン

ト・ 育成等に関す る研修等

短時間勤務制度・ フレックスタイム制 。在宅勤務・テ レワーク等に

よる柔軟な働 き方の実現

その他

)

ア

オ

(

カ

　

　

キ

エ

ウ

組織の トップか らの長時間労働是正に関す る強いメンセ
~ジの発信

組織全体・部署 ごとの数値 目標の設定 と徹底的なフォローア ップ

時間当た りの労働生産性を重視 した人事評価

管理職の人事評価 における長時間労働是正 。生産性向上に関す る評価

労働者間の助け合いの好事例発表・評価等による互いに助け合 う職場

風土の醸成

チーム内の業務状況の情報共有/上 司に よる業務の優先順位付 けや
業務分担の見直 し等のマネジメン トの徹底

その他

)

ア

イ

ウ

エ

オ

キ

(

ア 採用時の雇用管理区分にとらわれない活躍に向けたコース別雇用管
理の見直 し (コ ース区分の廃止 。再編等 )

イ ー般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直 し ,処遇改善
ウ 非正社員か ら正社員 (※ )へ の転換制度の積極的運用
工 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施
オ その他
(                             )

ア 従来、男性労働者中心であつた職場への女性労働者の配置拡大と、そ
れによる多様な職務経験の付与

イ 女性労働者の積極的 。公正な育成・評価に向けた上司へのヒアリング
ウ 若手に対する多様なロールモデル・多様なキャリアパス事例の紹介/
ロールモデル となる女性管理職 と女性労働者 との交流機会の設定等

によるマッチング

エ 職階等に応 じた女性同士の交流機会の設定等によるネットワーク形
成支援

オ 時間当たりの労働生産性を重視 した人事評価による育児体業・短時間
勤務等の利用に公平な評価の実施

力 その他
(                             )

(2)女 性の活躍推進 に関す る取組の内容の概況

疹

糊 口て兜 (ふ りがな)
担 当者 の氏名

一般事業主行動計画の担当部局名

(い なば しょうこ)

稲 華 翔 辛

管理部

θ歩́多メ5'4ιゲ|



(第 六面 )

(記 載 要領 )
1.「 届出年月 日」欄 は、都道府県労働局長に 「
とい う。 )を 提 出す る年月 日を記載す ること

一般事業主行動計画策 定・ 変更届 」 (以 下 「届 出書」

2.「 一般事業主の氏名又 は名称、代表者 の氏名 、主た る事業 、住所及 び電話番 号」欄 は、申請 を行 う
一般事業主 の氏名 又 は名称 、主た る事業 、住所及 び電話番 号 を記載す る こ と。一般事業主が法人 の
場合 にあって は、法人 の名称 、代表者 の氏名 、主 た る事業、主た る事務所 の所在 地及び電話番 号 を
記載す る こ と。 電話番 号 については、主 た る事務所 の電話番 号 を記載す る こ と。

3.「 一般事業主行動計画を (策 定・変更)」 欄 は、該 当す る文字 をOで 囲む こと。
4.「 1.常 時雇 用す る労働者 の数」欄 は届 出書 を提 出す る 日又 は提 出す る 日前 の 1か 月以内のいずれ
かの 日にお いて常時雇用す る労働者 の数 、うち有期雇 用労働者 の数及 び男女別 労働者 の数 を記載す
る こと。

5。 「 2,一 般事業主行動計画 を (策 定・ 変 更 )し た 日」欄 は、該 当す る文字 を Oで 囲む とともに、策
定又 は変 更 した 日を記載す る こと。

6。 「 3.変 更 した場合 の変更内容」欄 は、該 当す るものの番 号 を○で囲む こ と。
7。 「4.一 般事業 主行動計画の計画期 間」欄 は、策 定 した一般事業主行 動計画 の計画期 間の初 日及 び
末 日の年 月 日を記載す る こと。

8.「 5。 規 定整備 の状況」欄 は、該 当す る文字 を○で囲む こ と。
9.「 6。 一般事業主行動計画 を外部へ公表 した 日又 は公表予定 日」欄 は、策 定 した一般事業主行動計
画 を 「両立支援 のひ ろば」等 に公表 した年 月 日又 は公表 を予定 してい る年 月 日を記載す るこ と。

10,「 7.一 般事業 主行動計画 の外部へ の公表方法」及 び 「H.女 性 の職 業生活 にお ける活躍 に関す る
情報の公表の方法」欄は、該当するものの番号を○で囲み、①を○で囲んだ場合は、括弧内の具体

的方法をOで 囲むか、記載すること。②を○で囲んだ場合は、①以外の公表の方法を記載すること。
なお、当該欄については、公表が義務である事業主については、必ず記載すること。また、努力義

務である事業主については、公表を行つている場合に記載すること。

H.「 8,一 般事業主行動計画の労働者への周知の方法」欄は、該 当す るも
○で囲んだ場合は、①か ら③以外の周知の方法 を記載す ること。なお、
義務である事業主については、必ず記載す ること。また、努力義務であ
を行 つている場合 に記載す ること。

12.「 9.一 般事業主行動計画 を定める際に把握 した職業生活 と家庭生活 との両立に関す る状況の分析
の概況」欄は、① については、次世代育成支援紺策推進法施行規則第 1条 の 2第 1項 第 1号 の事項
について把握・分析 を実施 した場合は、 (済 )を ○で囲み、② については、次世代育成支援紺策推
進法施行規則第 1条 の 2第 1項第 2号 の事項 について把握・分析 を実施 した場合は、 (済 )を ○で
囲む こと。

13.「 10.達 成 しよ うとす る目標の内容」欄 は、一般事業主行動計画に定めた達成 しよ うとす る 目標 (数
値 目標で代表的なもの)の 内容について記載す ること。なお、届出書 とともに一般事業主行動計画
を添付す る場合は、 10欄 の記載は省略す ることができること。

14.「 12.次 世代育成支援対策推進法第 13条 に基づ く認定 (ト ライ くるみん認定 。くるみん認定)の
申請 をす る予定」欄は、該 当す る文字 を○で囲む こと。

15.「 13.次 世代育成支援対策推進法第 15条 の 2に 基づ く特例認定 (プ ラチナ くるみん認定)の 申請
をする予定」欄 は、該 当す る文字 をOで 囲む こと。
16.「 14,次 世代育成支援対策の内容」欄 は、一般事業主行動計画の内容 として定めた事項について、
行動計画策定指針 (平 成 26年 内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省 、農林水産省 、
経済産業省 、国土交通省 、環境省告示第 1号 )に おいて一般事業主行動計画に盛 り込む ことが望 ま
しい とされている事項 を定めた場合は、その記号 (1の (1)の アか らチ、 1の (2)の アか らオ
又は 2の (1)か ら (5))を Oで 囲み、その他の項 目を定めた場合は 1の (1)の 「その他」、
1の (2)の 「その他」又は 2の 「その他」にその概要を記載す ること。変更届の場合は、変更後
の一般事業主行動計画の内容として定められている項 目の全てについてOで囲み、又は記載すること。

17.「 15.一 般事業主行動計画 を定める際に把握 した女性 の職業生活における活躍 に関す る状況の分析
の概況」欄 は、 (1)に ついては、①採用 した労働者 に占める女性労働者の割合、②男女の平均継
続勤務年数の差異、③労働者一人当た りの各月 ごとの時間外労働及び休 日労働 の合計時間数等の労
働時間の状況、④管理的地位 にある労働者 (管 理職 )に 占める女性労働者 の割合 について把握・分
析 を実施 した場合は、 (済 )を Oで 囲み、 (2)に ついては、把握・分析 を実施 した場合 は、その
項 目を記載す ること (代 表的なもののみを記載 )。 (3)に つ い て は、常 時雇 用 す る労働 者 数
301人 以 上 の事 業 主 が把 握 した場 合 又 は 常 時雇 用 す る労働 者 数 300人 以 下 の事 業 主 が選 択
項 目 と して把 握 した場 合 は 、 (済 )を Oで 囲 む こ と ((2)に は記 載 しな い )。 (3)に
ついては、常時雇用す る労働者数 301人 以上の事業主が把握 した場合又は常時雇用す る労働者数
300人 以下の事業主が選択項 目として把握 した場合は、 (済 )を Oで 囲む こと ((2)に は記載 し
ない )。 また、「事業年度」の欄に男女の賃金の差異 を把握 した事業年度 を記載す ること。ただ し、
令和 5年 9月 末までの間、常時雇用す る労働者数 301人 以上の事業主にあつては、男女の賃金の差
異 を把握 していない場合、届出書を提出す る年月 日が属す る事業年度 を記載す ること。
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る

号 を ○ で 囲 み 、④ を

に つ い て は 、周 知 が

主 につ い て は 、周 知



18 「16.達 成 しよ うとす る 目標及び取組 の 容 の概 況」欄 は、 (1)に つ いては、一般事業主行動 計
画 に定めた達成 しよ うとす る目標 (数 値 目標で代表的なもの)の 内容について記載す ること。また、

常時雇用す る労働者数 301人 以上の事業主にあつては、 (i)と (五 )両 方記載 し、当該 目標の分
類 について表 中の該 当す る番号 (① 又は② )を 記載す ること。 (2)に ついては、女性の活躍 の推
進 に関す る取組 の内容 として定めた事項 について例示 された事項 に該 当す る場合は、それぞれ該 当

す る記号 (ア か ら力)を ○で囲み、その他の項 目を定めた場合 は 「その他」にその概要を記載す る
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